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１．研究の目的
本研究は、現在、地域で生活している人を対象に介護に
関するアンケート調査を行い、介護福祉士が担うべき活動
および地域で求められている役割について明らかにするこ
とを目的とする。
地域で生活する場合、高齢や何らかの障害によっておこ
る介護問題は共通の課題である。これまで、三上（2019）、
合津（2015）のように介護福祉士養成課程の中で、地域の
人々との交流や活動に関する研究報告や、森井（2016）な
どの地域における多職種連携に関する研究はある。しか
し、介護福祉の専門職である介護福祉士が、その専門性を
用いて地域での役割を果たすことに関する研究はほとんど
ない。今回、離島という地理的環境から外的支援を受けに
くい地域と、鹿児島県の中央に位置し、鹿児島県の状況に
近い地域で同様の調査を行うことにより、その地域独自の
課題及び地域共通の課題を明らかにする。そのことによ
り、地域生活での介護に関する課題を効果的に解決するた
めの方法の検討を行う。
その人らしく安心した生活を継続するための課題を明ら
かにし解決方法を明確にすることが、介護福祉士が地域で
の役割をもって活動するための方針をより具体的かつ有用
に推進できると考えた。さらに、これから進行する少子高

齢社会に対応するためにも、年齢や障害の有無に関係なく
安全に安心した地域生活を可能にする「地域共生社会」の
実現に向け、地域の力を高めていくには、地域の社会資源
としてのサービスや制度のみならず、住民一人ひとりが介
護に関する知識や技術を習得することも重要な社会資源の
一つになると考える。
１．１　介護福祉士の位置付け
介護福祉士は、1987年に制定された社会福祉士及び介護
福祉士法（以下、法）により定められた介護・福祉分野の
国家資格である。法では「介護福祉士の名称を用いて、専
門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があ
ることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身
の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者
に対して介護に関する指導を行うこと」と定義している。
2007年の法改正では、「社会福祉士又は介護福祉士は、
社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容
の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識
及び技能の向上に努めなければならない」と資質向上の責
務も加えられた。この改正では、介護福祉士養成課程のカ
リキュラムの変更をはじめ、介護福祉士の役割や専門性の
定義についても改正され、介護福祉の専門職としての役割
を確立したといえる。さらに、その後も介護人材にかかる
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課題（若年者人口の減少、介護ニーズの高度化・多様化等）
を踏まえ、介護人材とそれに関する介護業界の構造の転
換及び介護人材の質的確保についての議論が進められた。
「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実
現に向けて」（2017年、社会保障審議会社会福祉部会福祉
人材確保専門委員会）の報告を受け、介護福祉士養成課程
のカリキュラムは、さらに改正が行われた。
また、介護福祉の専門職である介護福祉士には、現場の
ケアの提供者の中で中核的な役割を果たすことが求められ
るとともに、「認知症高齢者の増加や高齢単身世帯・高齢
者夫婦のみの世帯の増加、世帯構成の変化、社会経済状況
の変化、障害者の社会参加や地域移行の推進による地域で
暮らす障害者の増加などに伴う生活支援も含めた介護ニー
ズの複雑化・多様化・高度化に対応できる必要がある」と、
より介護の課題解決は介護福祉士の役割とされた。
このようなことから、介護福祉士として、地域での活動
として担う役割を検証し明らかにする必要がある。
１．２　求められる介護福祉士像
2007年の法改正時には、「求められる介護福祉士像」12
項目が示され介護福祉士としての役割が明示された。さら
に「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの
実現に向けて」（2017年、社会保障審議会社会福祉部会福
祉人材確保専門委員会）の報告では、従来の求められる介
護福祉士像を10項目に再編し、倫理性を保持し、10項目の
スキルを身につける必要性があることとした。また、この
新しい「求められる介護福祉士像」（図１）は、高い倫理
性の基に、介護福祉の専門職としての役割が明確化された
と同時に、「地域の中」での役割が明示された。

牛田（2018）の『求められる介護福祉士像の12項目の実
践調査』では「自立支援を重視し、これからの介護ニーズ、
政策にも対応できる」「施設・地域（在宅）を通じた汎用
性のある能力」「心理的・社会的支援の重視」「関連地域の
基本的な理解」「高い倫理性の保持」の５項目が「あまり

図１　求められる介護福祉士像

できていない」という傾向が示唆されている。
また、岡村（2020）の『求められる介護福祉士像の10項
目の実践調査』では実務以外の活動で「介護のニーズの複
雑化・多様化・高度化に対し、本人や家族等のエンパワメ
ントを重視した支援ができる」「地域の中で施設・在宅に
かかわらず、本人が望む生活を支えることができる」「制
度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる」の３
項目に対し、「あまりできていない」という傾向が示唆さ
れている。
このことから、地域や社会的ニーズ、制度に対しての実
践意識の低さが表出され、実務以外での地域との関わりや
活動の不足が生じていると推察できる。このことからも介
護福祉士として、地域での活動として担う役割を検証し、
明らかにする必要があると考える。
１．３　高齢社会を取り巻く現状と地域共生社会の実現に
向けた課題
2020年国勢調査では、総人口に占める65歳以上人口の割
合は�前回の調査26.6％から28.6％に上昇している。
高齢化の将来推計では、2045年には全国平均は、36.8％
にまで上昇すると見込まれている。しかし一方で、総人口
は減少傾向となっている。このことは、65歳以上人口を15
～64歳人口で支える割合が減少することを意味しており、
2020年は2.1人であったのに対し、2045年には1.4人となり、
現役世代の負担は増加すると見込まれている。
国の高齢社会対策の基本的枠組は「高齢社会対策基本
法」に基づいている。そこで定められた「高齢者対策大綱」
（2018年３月閣議決定）では、図２のような３つの基本方
針と分野別の基本的施策を定めている。

「健康・福祉」の分野において、「介護サービスの充実」
と「健康づくりの総合的推進」が示された。このことを実
現するためには、地域での生活を継続するために、地域で
生活している人に対し、介護に関する指導や教育などの専
門的指導が必要になると考えられる。このことから、地域

図２　高齢社会対策大綱の基本方針と分野別基本施策
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の状況に応じた介護に関する課題を解決するための仕組み
を構築すると同時に、一人ひとりが問題を解決する力をつ
けることが、介護福祉士が専門職として活動を行う役割が
あるといえる。
地域共生社会とは、「子供・高齢者・障害者等すべての
人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うこと
ができる社会」（図３）のことである。この実現をはかる
ために、社会福祉法などの一部を改正する法律（令和２年
法律第52号）が施行された。概要は図３に示す通りとなる。
相談支援など一体的に執行する仕組みづくりや、地域の
特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備な
どが求められている。

地域共生社会は、これまでの制度や分野を超え、一人ひ
とりの暮らしを地域で創造することであり、様々な領域を
超え専門性を融合することで実現に近づいていくものであ
る。介護福祉士は、高齢者支援をはじめ、障害のある人の
生活を支援していくために、地域特性を把握し、地域が必
要としている役割を認識し複合的に支援していくことが求
められる。
１．４　鹿児島県と対象地域の状況
鹿児島県は、2020年国勢調査によると、総人口に占める
65歳以上人口の割合は、32.5％となっており、全国平均を
3.9ポイント上回り高齢化が進んでいる実態が浮き彫りと
なった。さらに今回の対象地域（表１）でみると、大島郡
与論町（以下、与論町）は35.0％、大島郡喜界町（以下、
喜界町）は40.4％　霧島市は28.0％であり、離島では高齢
化が進んでいる実態が明らかとなっている。
介護保険者別の第１号被保険者に占める要介護（要支
援）認定者の割合（表２）は表２に示す通り地域によって
大きな差はない。しかし、保険者別介護サービス別の給付

図３　地域共生者社会の実現に向けて

割合（表３）をみると、与論町では、居宅系のサービスの
利用が他の町と比較すると非常に少ない。一方で施設サー
ビスが75.2％と大きな割合を占めている。離島の与論町、
喜界町は、地域密着型サービス給付の割合が低い。これは
表４－１に示す通り事業所数が少ないことが要因であると
いえる。
霧島市福山町（以下、福山町）にある事業所等は少ない
が、保険者である霧島市には表の通り多くの事業所等があ
るため、サービス利用（表４－１、表４－２）については、
与論町や喜界町のように離島で１島１行政区のような特徴
のある地域より利用できるサービスの選択肢は広がる。

２．研究の方法
本研究は、現在、地域で生活している人を対象に介護に
関するアンケート調査を行い、介護福祉士が担うべき活動
および地域で求められている役割について明らかにするこ
とを目的としたものである。
研究の対象の地域を鹿児島県内の１島１行政区の島であ
る与論町、喜界町と、福山町の３町の世帯に対し、アン
ケート調査表を送付し回答を求めた。調査表の送付にあ
たっては、与論町役場住民福祉課、与論町社会福祉協議
会、喜界町保健福祉課、霧島市長寿・障害福祉課の協力と

表３　保険者別介護サービス別の給付額割合

表２　保険者別第１号被保険者に占める要介護（要支援）認定者の状況

表�1　市町村別65歳以上の人口
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後援により、2021年７月下旬～11月上旬の期間で、各自治
会長を通じてアンケート調査表を配付し調査への協力を求
めた。アンケート調査表は回答後、筆者へ返信用封筒にて
郵便で返信するとした。
アンケート調査の質問項目は、基本属性のほか（１）家
族介護の経験（２）介護に対しての不安と考え（３）介護
への興味とイメージについての大きく３つのカテゴリーに
分けた。回答は、選択式と自由記述式を用いた。
基本属性は、「性別」「年齢」「地域」「職業の雇用形態」
の４つの質問を設けた。（１）家族介護の経験は、家族介
護の実態を把握し、経験者の意識について把握する目的
で、「家族介護の経験」、「相談相手」を選択式で、「大変だっ
た（だと思う）こと」を自由記述で回答を求めた。（２）
介護に対しての不安と考えは、具体的に自分自身に介護に
ついての考え方の傾向を把握する目的で、「介護をする上
での不安なこと」、「介護を受ける場合どうするか」、「最
期はどこで迎えたいか」について選択式で回答を求めた。
（３）介護への興味とイメージは、地域住民が介護福祉士
に対してどのような理解やイメージを持っているかを知る
目的で、「仕事に対してどのように思うか」「介護の仕事は
何か」を選択式で回答を求めることとした。
回収した調査票のデータ分析は、Microsoft�EXCEL2019

を使用した。
２．１　倫理的配慮
調査対象地域の行政担当者に対し、研究協力依頼書を用
い、研究の目的・内容を説明し、了承および後援の承諾を
得た。また、当該地域住民に対しては、調査結果の使用方
法、匿名性の確保、調査を拒否する権利があること、研究
に同意しない場合でも不利益は生じないことについて文書
で説明を行った。本調査は、共同研究筆頭者の研究である
「与論町の住民の力を活用した「生活の支え合いづくり」
活動の構築支援に関する研究」の関連調査として、所属す
る期間の研究倫理審査委員会の審査・承認を得たうえで実
施した。

３．調査の結果
３．１　調査の結果
本調査では、地域住民に対し、調査の趣旨を書面で理解
していただいた上で３町合計7,507世帯へ配布し、合計
1,037通の回答を得た。回収率は14.2％となった。各町の結
果は表５の通りである。

（１）家族介護の経験
「今後介護をする（予定）人」（以下「今後する人」）と「現
在介護をしている人」（以下「現在している人」）の「主な
相談相手」についての問い対し、３町ごとに比較を行った。
与論町（図４）は、「家族・親戚」との回答が、「今後す
る人」47.8％、「現在している人」38.4％ともに最も多かっ
た。次に多い回答は、「今後する人」は、「介護福祉士」
12.2％、「現在している人」は、「ケアマネジャー」31.4％
となった。保健師と民生委員は、「今後する人」1.5％に対
し「現在している人」０％となった。役場との回答は、「今
後する人」11.2％から「現在している人」8.1％であった。
介護福祉士と回答は、「今後する人」12.2％、「現在してい
る人」5.8％であった。
喜界町（図５）は、「家族・親戚」との回答が、「今後す
る人」43.2％、「現在している人」35.6％ともに最も多かっ
た。次に多い回答は、「今後する人」は、14.1％、「現在し
ている人」27.8％で「ケアマネジャー」となった。民生委
員は、「今後する人」7.3％に対し「現在している人」０％

表５　アンケート調査配布数・回収数

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

居
宅
系
サ
ー
ビ
ス

表４－１　介護サービス施設・事業所数

一般病床数

療養病床数

表４－２　医療機関数
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となった。役場との回答は、「今後する人」10.9％から「現
在している人」3.3％となった。介護福祉士との回答は、「今
後する人」9.1％、「現在している人」4.4％であった。
福山町（図６）は、「家族・親戚」との回答が、「今後す
る人」40.9％、「現在している人」41.3％ともに最も多かっ
た。次に多い回答は、「今後する人」15.6％、「現在してい
る人」32.5％で「ケアマネジャー」となった。民生委員は、
「今後する人」7.8％に対し「現在している人」０％となっ
た。役場との回答は、「今後する人」10.4％から「現在し

ている人」1.3％となった。介護福祉士と回答したものは、
「今後する人」10.4％、「現在している人」3.8％となった。
各町ともに、「現在している人」では、相談相手は家族・
親戚が最も多く、次のケアマネジャーを加えると、与論町
69.8％、喜界町63.4％、福山町73.8％と高い割合を占めた。
与論町は、他の２町と比較し民生委員と回答するものが
少ない結果であった。また、一方で、「相談できる人はい
ない」は、喜界町では「今後する人」が4.1％、「現在して
いる人」が4.3％と割合の変化ほとんどはなかったが、福
山町では「今後する人」1.9％より「現在している人」3.8％
と割合が高くなる傾向がみられた。介護保険制度等の利用
によって、相談する場所ができるが、それに至らないもし
くは利用していない場合は、一人で抱え込んでいる可能性
があると推察できる。「現在利用している人」においては
民生委員と回答したものはすべての町でいなかった。介護
福祉士については、３つの地域すべてで「今後する人」か
ら「現在している人」では減少した。
（２）介護に対しての不安と考え
「介護を行う上で心配・不安なこと」（図７）について選
択肢より１つ選択する問いは、項目に対して３町の比較を
行った。

３町ともに、「排泄（トイレ）や食事、入浴などの方法
に関すること」与論町33.5％、喜界町33.2％、福山町28.5％
と最も多く、次に「自分の体力的なこと」与論町19.0％、
喜界町16.9％、福山町15.7％であった。しかし、３番目に
多かったのが、「利用できるサービスのこと」喜界町9.0％、
福山町13.4％であったのに対し与論町は「金銭に関するこ
と」9.9％、「自分の精神的なこと」9.3％の次に「利用でき
るサービスのこと」であった。一方で「利用できるサービ
スのこと」は、与論町8.7％、喜界町9.0％に対し福山町は
13.4％と心配・不安と感じる人が多い結果となった。これ

図７　介護を行う上で心配・不安なこと

図５　「主に誰に相談するか」　　喜界町

図４　「主に誰に相談するか」　　与論町

図６　「主に誰に相談するか」　　福山町
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は、サービスを選択できる地域と、サービス量が限られて
いる離島の地域では、介護負担が自分自身あるいはサービ
スであるかの違いであると推察できる。一方で「認知症」
の回答は低い結果となった。
「高齢や障害などの理由で日常生活が不自由になった場
合どうするか」（図８）の質問では、「施設や病院で介護サー
ビスを受ける」が与論町63.7％、喜界町64.5％、福山町
63.8％で最も多く、次に「自宅で介護サービスを受け、家
族に介護してもらう」与論町15.8％、喜界町18.5％、福山
町16.2％となり、サービスを受けながら生活を継続したい
と考えるが、与論町79.5％、喜界町83.0％、福山町80.0％と
多い結果となった。さらに、子どもに介護をしてもらうと
の回答は、与論町と福山町2.6％、喜界町3.3％であり、子ど
もに介護を希望しているものは非常に少ない結果となった。

「どこで最期を迎えたいか」（図９）の質問では、「自宅」
との回答は、与論町70.3％、喜界町56.5％、福山町56.7％と
最も多かった。その中でも、与論町は約70％と他の２町と
比較しても自宅での最期を希望しているが多い結果となっ
た。「病院」との回答は、与論町は12.2％であるのに対し
福山町は26.6％、喜界町20.4％となった。また、「施設」と
の回答は、与論町は7.0％であるのに対し、喜界町17.4％、
福山町12.7％と与論町は他の２町と比べ、自宅以外を希望
するものが少なかった。

図８　日常生活が不自由になった場合どうするか

図９　どこで最後を迎えたいか

（３）介護への興味とイメージ
「仕事として介護をしてみたいと思うか」（図10）の質問
に対して、与論町71.7％、喜界町79.8％、福山町70.5％が「介
護をしたいとは思わない」と回答した。

「介護の仕事に対してどのように思うか」というイメー
ジを確認する質問では、「社会において必要とされている
仕事である」との回答が、与論町84.5％、喜界町84.5％、
福山町85.8％と３町ともに一番多かった。次に多かった回
答として「介護が必要な人とその家族を支える仕事である」
が、与論町74.1％、喜界町73.8％、福山町67.9％であった。

４．考察
（１）家族介護の経験
「介護の困りごと等に対し主に相談する相手」が、家族・
親戚が最も多かったことは、介護は個人の問題ではなく家
族の問題としてとらえている人が多いといえる。「ケアマ
ネジャー」は、「今後する人」よりも「現在している人」
が多かった。また、民生委員および役場は、「今後する人」
では主な相談相手と回答があったが、「現在している人」
では、回答が少なくなった。このことから、「現在してい
る人」の主な相談相手は、専門的に介護に関する相談がで
きる相手を求めていると考えられる。これは、「介護を行
う上で心配・不安なこと」の選択肢である「介護の方法」
「金銭に関すること」「利用できるサービスや内容」など
の回答が多い結果から、専門的知識や、技術、方法などの
解決ができる人を必要としているからであるといえる。さ
らに、介護者の「体力的」「精神的」な負担に対する回答
も多かった。「現在している人」は、相談相手に対して単
に身体介護などの介護技術だけでなく、これまでの経験や
知識を基にしたアドバイスを求めているといえる。ケアマ

図10　介護の仕事についてどう思うか
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ネジメントとは、高齢者・障害者等が心身機能の障害から
生じる生活課題の克服のために、必要な生活資源を適時・
適切に結びつける方法（黒澤：2006）でもある。ケアマネ
ジャーは、生活のしづらさに対して、心身機能の維持・改
善、福祉の面からのケアの必要性を判断し、生活の支障や
負担に対して全人的に理解をし、総合的に支援につなげる
役割を持つ。また、相談相手として必要とされ、かつ目的
を果たすためには、このほかにも他機関や職種との連携や
協働する能力も必要とされると考える。自分だけでは解決
できないことを的確に他の制度やサービス、支援につなぐ
ことも重要な役割である。つまり、ケアマネジャーは、「現
在している人」にとって、介護に関する専門的知識や技術、
方法など解決の方法の相談ができる存在であるといえる。
「介護福祉士」の回答は、３町すべてで、「現在している
人」よりも「今後する人」の方が多かった。これは、まだ
相談相手や今後どのように生活が変化するかわからない状
況の中では、身近にいる介護福祉士が、介護の相談相手と
して必要とされる。これは、「介護に対して不安・心配」
なことの最も多かった「排泄（トイレ）や食事、入浴など
の方法に関すること」が、現在は介護までは至らない場合
でも生活の中で発生したときのために、生活者が「具体的
な対応や解決方法を事前に知っておきたい」等の介護に関
する興味や関心のある情報を得るための相手として、身近
な介護福祉士と選択したのではないだろうか。つまり、介
護福祉士は、地域では、民生委員と同様に「今後介護をす
る人」にとっては身近な存在であることいえる。
与論町では「相談できる相手がいない」は、「今後する
人」が「現在している人」よりも少ない結果であった。し
かし、喜界町と福山町では、「今後する人」よりも「現在
している人」の方が多く逆の結果となった。相談できる相
手がいないということは、一人で抱え込んでいる家庭もし
くは、介護者の存在が地域にあると推察される。岐阜県中
津川の「認知症みまもりのわ SOS ネットワーク」は当初、
家族、地域関係が薄れ、人間関係がとりにくかった。そこ
で、住民の横のつながりと縦のつながりの強化をすること
で、住民の意識改革がおこり、地域における介護の力を高
める活動へと発展している。地域に一人でも抱え込んでし
まう介護がなくなるためにも、民生委員や介護福祉士をは
じめとした近隣の見守り活動や、身近に相談できる相手や
場所を創ることが重要ではないだろうか。
（２）介護に対しての不安と考え
介護をするうえで心配・不安なことでは、「排泄（トイ
レ）や食事、入浴などの方法に関すること」がもっとも多

かった。介護が必要になる前、もしくはサービス利用まで
は至らないが軽微な介護が必要になったときに、生活者が
必要な方法や考え方を知る手段が、地域の中に少ないので
はないかと推察される。つまり、家庭に介護がある生活と
なった場合、生活者は介護サービスを選択できない状況で
は、本人が「自助」で行う、あるいは家族が「互助」で介
護を行うこととなる。今回の調査対象の３町のように高齢
化率が高い地域では、徐々に「自助力」「互助力」も低下
していき、生活の限界が予測される。
また、「介護が必要になった場合どうするか」では、３
町すべてで、「施設や病院で介護サービスを受ける」が多
く、次に「自宅で介護サービスを受け、家族に介護しても
らう」が多かった。これは、家族のみから介護を受けるの
ではなく、専門的なサービスを受けながら家族の負担の軽
減を考え、関係性を維持し生活を継続していくことの希望
が多いと推察される。しかし、与論町および喜界町では、
介護サービスの社会資源は不足している状態にある。希望
する介護を受けて生活するためには、求められるサービス
を増やすことも必要である。一方では、鹿児島県長島町獅
子島は、これまで福祉施設がなく、調査や住民の意向調査
を受け、2015年に小規模多機能型施設を建設した。しかし、
2018年に廃止となった事例がある。原因の一つとして、施
設経営に見合うだけの利用者の確保ができなかったことを
示唆している（高橋：2019）。単に、介護サービスを増や
すことが地域にとって有効であるかは、長期的な視点で、
十分検討する必要がある。
さらに、「どこで最期を迎えたいか」では、３町すべて
で、「自宅」が多かった。介護が必要な時には、「施設や病
院で介護サービス」を受けるが多かったが、自分の最期は
自宅と、介護の場面と最期の場所では異なる結果となっ
た。やはり、これまでの暮らしの中で家族と一緒に過ごし
たいという気持ちや馴染みの環境や思い出の回顧の表れか
もしれない。一番ケ瀬（1998）は、当時のスウェーデンの
ホスピスと日本の病院を比較し、生活福祉の中の介護の中
で、「その人の尊厳にふさわしい福祉サービスを保障する
こと。これが本当の意味での福祉であり、本当の意味での
人間の社会だろう」と述べ生活の中での介護は、最後まで
人間の尊厳を保持できる環境が必要であると示唆してい
る。現在は、ホスピスをはじめ、馴染みの家財道具を施設
に持ち込むなどが可能になっているところもある。仮に、
すべての施設や病院でその人の尊厳にふさわしい介護が実
践できれば、最期を迎える場所に変化できるのではない
か。そのためには、介護福祉士の基本理念である「個人と
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しての尊厳の保持」および「利用者主体を軸とした自立の
支援」の視点をもった介護実践を行うことが求められる。
今回の結果から、介護サービスが受けられない、選択で
きない状況を最小限に抑える必要がある。そのためにも住
民の一人ひとりが介護に関する知識と技術をもち、お互い
に支え合うことができる地域の力をつけていく必要があ
る。それには、民生委員や介護福祉士をはじめとした近隣
の見守り活動、介護に関する学習の機会や身近に相談でき
る相手や場所を構築する必要性がある。これが、地域共生
社会が目指している相談支援など一体的な執行を行う仕組
みづくりや、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービ
ス提供体制の整備など推進につながるといえる。
（３）介護への興味とイメージ
介護の仕事に対してのイメージは、「社会において必要
とされている」「介護が必要な人とその家族の生活を支え
る仕事」が多かった。介護の社会的役割と仕事の内容に対
しての社会の認知度は高いことが明らかとなった。しか
し、「実際に仕事としてしたいと思わない」が多かったこ
とから、社会から求められる役割は職業選択の動機にはな
らないといえる。また、介護の仕事に対してのマイナスイ
メージの「体力的にきつい」「夜勤などがあって勤務時間
が不規則である」は、職業選択の動機として判断のひとつ
となるといえる。
介護の仕事は、対人援助であり専門性は生活の継続、連
続性の中にあるため、「夜勤」や「体力」などの負担がな
くなるものではないが。しかし、現在施設においては、介
護ロボットなどによる業務内容の改革も進んでいる。介護
に対して、社会的意義とやりがいや興味をもち、介護に従
事する人材を増やすことも、介護福祉士としての役割とな
るといえる。
（４）介護福祉士が地域で求められている役割
介護福祉士が地域で果たす役割は、専門的知識及び技術
をもって、生活全体のアセスメントを行い、心身の状況に
応じた介護の知識や方法を、本人及びその介護者に対して
指導やアドバイスを行うことが役割である。さらに、ケア
マネジャーや他専門職種と連携や協働して、地域での生活
の継続を可能にすることも役割である。そのためにも介護福
祉士は、他職種連携、協働の視点を持つことが求められる。
今回の調査では、地域で生活している人を対象に介護に
関するアンケートを実施した。「現在している人」と「今
後する人」では、相談する相手の違いがあることが明らか
となった。さらに、介護に関して心配・不安なことは、当
初、地域共生社会の創造での推進の視点として、国は、「地

域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整
備などの推進」を掲げているが、認知症を介護の心配や不
安なことの上位にならない結果となった。このことは、認
知症の症状を知ることではなく、周辺症状に対して行う身
体介護への不安、つまり、介護者の体力的、精神的な負担
との関連の方が強いことを意味していると考える。そこ
で、介護福祉士の役割は、単に顕在化されている課題に対
しての指導でだけではなく、潜在化している課題、認知症
等との関連も含めた生活全体のアセスメントができる能力
を持たなければならない。さらに、介護福祉士は、地域に
おいて、民生委員や役場のように、介護に関して身近な専
門の相談相手という役割もある。
また、「介護を受ける場所」と「最期を過ごす場所」に
は違いがあることも明らかとなった。生活者は、生活の場
面によって環境の変化を求めているとすれば、単に介護
サービスなどの社会資源を増やすのではなく、地域全体が
どこでも介護ができる体制の構築が求められると考える。
今回、明らかとなった役割の実践が、「介護のニーズの
複雑化・多様化・高度化に対し、本人や家族等のエンパワ
メントを重視した支援ができる」「地域の中で施設・在宅
にかかわらず、本人が望む生活を支えることができる」「制
度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる」の３
項目を含めた「求められる介護福祉士像」として果たす役
割となるといえる。

５．今後の課題
今回の調査で、介護福祉士が地域で果たす役割が明確に
なったといえるが、それぞれの地域に応じた地域共生社会
を構築するには、今回の調査で各町においての差が明らか
となった「介護を受ける場所と最期を迎える場所」「介護
に関しての心配・不安なこと」などの項目について、現在
の状況をさらに詳しく調査する必要がある。
今回の研究に際して、アンケート配布、後援をいただい
た、与論町町民福祉課、与論町社会福祉協議会、喜界町保
健福祉課、霧島市長寿・障害課にご協力に際して感謝申し
上げます。
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資料．（アンケート調査表）

「「介介護護福福祉祉士士がが担担うう地地域域活活動動とと役役割割にに関関すするる調調査査研研究究」」  

地 域 の 皆 様 へ ご 協 力 の お 願 い 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、地域で介護福祉士が担う役割とその

課題を明らかにするためのアンケート調査を行う、研究チーム代表 鹿児島女子短期大学 生活科

学科 講師 福永宏子と申します。 

 

 これからの超高齢社会を支えるために介護職の役割は大きく、その中でも介護福祉士は、介護

に関する指導や教育の役割も持っています。しかし、介護福祉士が、地域での活動の機会が少な

いと考えております。 

 そこで、本アンケートは、地域の方々が自宅で介護している場面での困り事や不安なことを明

らかにすることを目的としております。アンケートの結果をもとに、地域の方々のより良い介護

環境を整えるために、求められる介護福祉士の役割を考えます。 

 お忙しい中大変恐縮ではございますが、研究の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

・今今回回のの研研究究調調査査ににつついいててはは、、与与論論町町町町民民福福祉祉課課  与与論論町町社社会会福福祉祉協協議議会会ののごご協協力力ををいいたただだきき実実

施施ししてておおりりまますす。。  

・ご回答は、本紙を返信用封筒にいれ、無記名でご返信いただきますようお願いいたします。 

・可能な限り、到着後2週間以内にご投函ください。 

・ごご返返信信ををいいたただだくくここととををももっってて、、本本研研究究へへのの同同意意とさせていただきます。 

 

【ご回答に関してのお願い】 

・本調査は無記名式アンケートとなっておりますので、記入できる範囲でお願いいたします。 

・アンケートは10問あります。所要時間は約10分程度です 

・調査結果はこの研究目的以外には使用しません。調査結果は学会等で発表しますが、その際にも匿名性

を守ります。調査データは厳重に管理するとともに保管期間終了後にはすべて適切に破棄いたします。

ご回答いただかない場合も何ら不利益になることはございません。 

・本研究は、鹿児島女子短期大学南九州地域科学研究所の審査を受け実施しております。 

 

【本調査についてのお問い合わせ先】 

〈研究者代表〉 鹿児島女子短期大学 生活科学科 生活福祉専攻  

講師 福永 宏子（ふくなが ひろこ） 

        E-mail:hfukunaga@jkajyo.ac.jp   

 電話：（代表）099-254-9191（直通）099-254-9193（413） 

 

 

 

問５． 全員の方に質問です。 

仕事として介護をしてみたいと思いますか。どれか1つ選んでください。 

１．してみたい     ２．したいとは思わない     ３．現在している（していた）     

 

Ｑ１..  問問５５でで「「11..ししててみみたたいい」」と回答した方に質問します。 

その理由を教えてください。 

 

 

 

 

Ｑ２. 問問５５でで「「22..ししたたいいととはは思思わわなないい」」と回答した方に質問します。 

 その理由を教えてください。 

 

 

 

 

問６． 全員の方に質問です。 

ご自身が高齢や障害などの理由で日常生活が不自由になった場合どうしますか。どれか１つ選ん

でください。 

１． 主に配偶者に介護をしてもらう（してもらっている） 

２． 主に⼦供に介護をしてもらう（してもらっている） 

３． 主に⾃宅で介護サービスを受け、家族に介護をしてもらう（受けている） 

４. 施設や病院でサービス（介護）を受ける（受けている） 

５. その他（                       ） 
 

問７． 全員の方に質問です。 

「介護」の内容には、どれが当てはまると思いますか。33つつ選んでください 

１．排泄
はいせつ

（トイレ）の介助  ２．⾷事の介助   ３．⼊浴の介助 

４．掃除          ５．洗濯      ６．買い物   

７．調理          ８．着替えの⼿伝い ９．外出や移動などの介助   

１０．⾒守り       １１．はなし相⼿  １２．病院の付き添い 

１３．認知症の⽅の世話  １４．寝たきりの⼈の世話  １５．障害者の世話 

ううららままでで質質問問ががあありりまますす  

  

問８． 全員の方に質問です。 

あなたは介護について学んだことはありますか。 

１．ある        ２．ない       ３．わからない                

 

問９． 全員の方に質問です。 

あなたは介護の仕事についてどう思いますか。最もあてはまるものを33つつ選んでください 

１． 社会において必要とされている仕事である 

２． 介護が必要な⼈をその家族の⽣活を⽀える仕事である 

３． 仕事にやりがいがある 

４． ⾃分の仕事が⼈に感謝される 

５． 仕事を通して社会に貢献できる 

６． 資格や専⾨知識を活かすことができる 

７． 仕事が体⼒的にきつい 

８． 夜勤などがあって勤務時間が不規則である 

９． 誰にでもできる仕事である 
 

問１０．どこで最期を迎えたいですか。どれか１１つつ選んでください。 

１．⾃宅    ２．施設    ３．病院   4．その他（       ）    

 

【ご自身についてお聞かせください】 

 １．男性    ２．⼥性   

〈年齢〉 

１．15〜34 歳  ２．35〜49 歳  ３．50〜64 歳  ４．65〜79 歳  ５．80 歳以上 

〈住んでいる自治会（町内会・集落）〉 

 

（現在の職業の雇用形態について教えてください） 

 １．正社員   ２．パート・アルバイト  ３．⾃営業  ４．仕事についていない    

アアンンケケーートトはは以以上上でですす。。ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

  返返信信用用封封筒筒にに入入れれてて、、投投函函ししててくくだだささいい  

 

アンケート【各質問について、当てはまるものに〇または文字をご記入下さい】 

 

問１． 現在、家族（同居、別居含む）の介護をしていますか。どれか１つ選んでください。 

１．している（していた）     ２．していない     ３．近いうちに介護をする可能性がある     

              問２へすすむ       問３へすすむ 

 

問２． 問問１１でで「「１１．．ししてていいるる」」と答えた方に質問です。 

Ｑ１. 介護の困りごと等に対し主に誰に相談していますか。どれか1つ選んでください。 

1. 家族・親戚 ２．友達 ３．近所の⼈ ４．介護福祉⼠（介護職） ５．⺠⽣委員 ６．保健師 

7．ケアマネジャー ８．病院 ９．役場 １０．相談できる⼈はいない 11.その他（      ） 

 

Ｑ２．介護をして大変だと思う（大変だった）ことを教えて下さい。 

１．排泄
はいせつ

（トイレ）  ２．⾷事  ３．⼊浴  ４．移動・移乗  ５．認知症の介護  

６．夜間の介護 7．その他 （         ）  

 

Ｑ３．介護をして大変だと思う（大変だった）ことを具体的に教えて下さい。 

 

 

 

 

問３． 問問１１でで「「２２..ししてていいなないい３３．．近近いいううちちにに介介護護ををすするる可可能能性性ががああるる」」と答えた方に質問です。 

今後、介護の困りごと等に対し、主に誰に相談したいと思いますか。どれか１つ選んでください。 

1. 家族・親戚 ２．友達 ３．近所の⼈ ４．介護福祉⼠（介護職） ５．⺠⽣委員 ６．保健師 

7．ケアマネジャー ８．病院 ９．役場 １０．相談できる⼈はいない 11.その他（      ） 

 

問４． 全員の方に質問です。 

介護をする上でどのようなことが心配・不安ですか。どれか1つ選んでください。 

1．排泄
はいせつ

(トイレ)や⾷事、⼊浴などの⽅法に関すること ２．⾦銭に関すること  

３．⾃分の精神的なこと ４．⾃分の体⼒的なこと  

５．利⽤できるサービスや内容のこと ６．認知症に関すること 

7．これからの⽣活に関すること 8．その他（          ） 
 


